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東地域（東京・東北電力管内） 
中西地域（中部・関西・北陸 
・中国・四国・九州電力管内） 

（１）計画停電の実施 
：やむを得ない緊急措置（3/14～28の平日10日間実施） 
 

  ① 国民生活や産業活動に悪影響 

  ② 4/8以降、原則不実施  

 

（２）夏期の需給対策 
：計画的な電力ピークの抑制を行うため、大口に対しては 

 電気の使用制限を実施。 

 

  ① 大口・小口・家庭共通の需要抑制目標▲15％の設定。 

    （～9/30） 
    （予備率※： 東京電力▲10.3％、東北電力▲7.4％） 
 

  ② 大口（契約電力500kW以上の事業者）については 

    電気の使用制限を実施。（東北：～9/9、東京：～9/22） 

※予備率：供給力が需要をどの程度上回っているのかを示す指標。最低でも３％、通常８％以上が必要とされている。 

 節電への協力や気温が低めに推移していること
等により▲15％超（最大ピークで東北▲15.8%、
東京▲18.0%）を実現。 
 ※被災地における電気の使用制限を解除（9/5～） 
 ※東京電力管内の使用制限期間を前倒して解除
（9/22→9/9） 

（１）電力需給の逼迫 
 ： 原子力が再起動できず、中西６社全体で需給が逼迫 

     （予備率▲0.0％（特に、関西電力は▲6.2％）） 
 

 

 

（２）夏期の需給対策 

 ： 節電の呼びかけと機動的な相互融通で対応できること 

   から、電気の使用制限は適用せず。 

 

  ① 関西電力管内：全体として▲10％以上を目途の 

    節電を要請（～9/22） 
   

  ② 他電力管内 ：国民生活や経済活動に支障を生 

    じない範囲での節電を要請（～9/22）０ 

 
 節電への協力や気温が低めに推移してい
ること等により、おおよそ▲10％を実現。 

 

昨夏の需要対策① 昨夏 
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（１）新聞、テレビ、インター  
  ネットなど多様な媒体を 
  活用した節電広報キャ 
  ンペーンの展開 
 
（２）電力需給データの「見 
  える化」の徹底 （でん   
  き予報） 
 → 東北、東京、中部、関西、  
   北陸、中国、四国、九州電 
   力が実施 
 
（３）電力需給の逼迫を知 
 らせる「需給ひっ迫警報」 
 → 計画停電は実施せず。 
 → 東京・東北管内で需給逼 
   迫警報、中西日本で需給 
   逼迫のお知らせを準備し 
   たが発動せず。 

大口需要家（事業者）（契約電力500kW以上） 

小口需要家（事業者）（契約電力500kW未満） 

横断的取組 

（１）ピーク時間帯の使用電力を抑制するための計画（操業・営業時間の
調整・シフト等）の自主的な策定・実施 

   

（２）需要抑制の実効性及び需要家間の公平性を担保するため、電気事
業法27条（電気使用制限）を発動 

（１）節電対策メニュー例の提示 （ex. 照明、空調、ＯＡ機器の節電）  
 
（２）目標達成に向けた自主的な節電行動計画の策定・公表の奨励   
 （フォーマットの提示）→ 約10万事業所にて策定＜東京・東北・関西＞ 
 
（３）節電サポーターによる戸別訪問及び出張説明会の実施 
→ 約15万件を戸別訪問、約1万回の出張説明会を実施＜東京・東北＞ 

（１）家庭向けの節電対策メニュー例の提示 

 

（２）メディア等様々な手段を活用した節電の呼びかけの実施 

  → 新聞広告(4回)、テレビCM放送(4期)を実施＜東京・東北＞ 

 

（３）小中学校への「節電教育」教材の配布 

  → 約4,300校に配布＜東京・東北＞ 

 

（４）節電をサポートする参加型プログラム「家庭の節電宣言」の提供 

  → 約15万名が参加＜東京・東北＞ 

家庭 

 

①計画停電の恐れが生じた際
に、緊急の節電要請を実施。 

②テレビ、ラジオ、携帯、防災
無線を通じて情報提供。 

昨夏の需要対策②（各需要家別の対策） 昨夏 
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昨夏の総括（需要面）① 

●ピーク時の電力需要は、昨年に比べ、東京電力で▲19％。 

●電力会社による供給力の積上げや機動的な電力融通等の対応と相まって、計画停電や需給ひっ迫
による停電は回避することができた。  

出典：第４回エネルギー・環境会議 資料４ （１１月１日） 

昨夏 
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昨夏の総括（需要面）② 昨夏 
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昨夏の総括（需要面）③ 昨夏 
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今冬の需給見通し   今冬 
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冬期の電力需要の特徴①   
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冬期の電力需要の特徴②   
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今冬の電力需給対策について   

１．（北海道、東北、東京、中部、北陸、中国、四国）電力管内 

３．九州電力管内  

２．関西電力管内  

●東京電力の需給見通しは、最低限必要な予備率３％を上回る見込み 

●東北電力の需給見通しは、▲３．４％（１月）と厳しい状況 

  → 北海道電力及び東京電力が融通を行い需給バランスの確保 

●関西電力の予備率が▲７．１％（１月）、▲９．５％（２月）、九州電力の予備率が▲２．２％（１月）と厳しい見通
し。 

今冬 
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基準電力：前年1月の使用最大電力（kW）の実績値 

             （例）2011年1月11日（火）5,000kW 

無理のない範囲
での節電 

今冬1月の節電目標：（使用最大電力kWの値） 

 （例）1月の目標：5,000kWを超えないようにする 

節電を要請する時間帯 

5,000kW 

○○○kW 

9:00 21:00 

東京電力管内の事業者Ａ（1月）の場合＜例＞ 

以下の、東京電力管内における事業者Ａ（1月）の例の場合、前年1月の使用最大電力5,000kWに対し、
今冬の節電により、今冬1月における平日（1/3,1/4を除く）9:00-21:00の時間帯は、使用最大電力
（kW）が、5,000kWを超えないよう節電へのご協力をお願いします。 

事業者Ａの昨年1月11日（火）の
ロードカーブ（kW） 

使用最大電力
（kW） 

9:00 12:00 14:00 18:00 時 

①ピーク期間・時間帯（※１）において、それぞれの需要家の前年同月（※2）の使用最大
電力（kW）の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。 
 ※１）各電力会社管内において節電を要請する期間・時間帯。 

    例：東京電力管内であれば、12月1日-3月30日（12/29-1/4を除く）平日9:00-21:00 

 ※２）2012年1月であれば2011年1月の使用最大電力（kW）等 

 

②1日（24時間）を通じた電気の使用量（kWh）の合計の抑制ではありません。 

使用最大電力（ｋＷ）の抑制について   
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→    原子力発電所が再起動されず、平成２２年夏並みのピーク需要の場合予備率▲7.0％（▲1,250万kW） 
→    使用制限等を行った昨夏の需要を前提とした場合予備率6.7％(＋1,043万kW)  

(１) 今夏の電力需給見通し  

   

 

今夏の需給見通しと対策（ピーク電力不足への対応）について  

1.平成22年夏並の猛暑を想定した最大電力需要の場合 

（万ｋｗ） 東３社 北海道 東北 東京 中西６社 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 

供給－需要 
（予備率） 

▲345 ▲33 ▲18 ▲294 ▲905 7 ▲785 12 73 ▲50 ▲162 ▲1,250 

（▲4.3％） （▲6.5％） （▲1.2％） （▲4.9％） （▲9.1％） （0.3％） （▲25.0％） （2.1％） （6.1％） （▲8.4％） （▲9.3％） （▲7.0％） 

最大電力需要 7,986  506  1,480  6,000  9,968  2,709  3,138  573  1,201  597  1,750  17,954  

供給力 7,641  473  1,462  5,706  9,063  2,716  2,353  585  1,274  547  1,588  16,704  

2.最大電力需給が昨夏ピーク実績（電気の使用制限実施）と同程度の場合 

（万ｋｗ） 東３社 北海道 東北 東京 中西６社 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 

供給－需要 
（予備率） 

988 ▲12 216 784 55 196 ▲431 52 191 3 44 1,043 

（14.9％） （▲2.5％） （17.3％） (15.9％） （0.6％） （7.8％） （▲15.5） （9.8％） （17.6％） （0.6％） （2.8％） （6.7％） 

昨夏ピーク実績 6,653  485  1,246  4,922  9,008  2,520  2,784  533  1,083  544  1,544  15,661  

供給力 7,641  473  1,462  5,706  9,063  2,716  2,353  585  1,274  547  1,588  16,704  

(２) 今夏の需給対策  

   

 

 

■今夏のピーク電力不足リスクに対しては、計画停電や使用制限を回避することを目指す。きめ細かな節電や電力供給
拡大 

  の努力を予算と規制制度改革で後押しする。具体的には3本の柱でエネルギー構造の転換を図る。 
 

1) 見える化の徹底と市場メカニズムの活用 

   ・節電目標の共有、スマートメーターによる電力消費の見える化・節電を促す料金メニューの拡充によるインセンティブが働く仕組みを整備。省エネ行動の定着を図る。 

2) 需要家による省エネ投資の促進（需要構造の改革） 

   ・産業、業務、家庭の各部門に対し、住宅・ビルの省エネ回収・設備導入、HEMS、BEMS、蓄電池等の導入を支援する。(財政措置) 

3) 多様な主体が参加した供給力増強支援（供給構造の改革） 
   ・電力会社以外の需要家が主体となった分散型電源への投資の促進（財政措置） 
       ・産業、業務、家庭の各部門で再生可能エネルギー導入、燃料電池・ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの導入を進める。また、自家発参入拡大を促す。（規制・制度改革） 
        ・燃料の安定供給のため、資源燃料戦略を推進する。（石油ガス基地、充填所の機能強化、石油備蓄制度の強化、天然ガスパイプライン等の整備に関する調査の実施） 

 
※ 最終的な節電要請の幅は、来春頃に需給見通しをレビューの上で決定・公表 

(エネルギー・環境会議/電力需給に関する検討会合資料より一部抜粋) 

今夏 
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（参考） 

現時点での主なエネルギー関係公表資料リンク先 

１．エネルギー基本計画の見直しに伴う審議状況について 
  「総合資源エネルギー調査会基本問題委員会」 
   http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/index.htm 
 
２． 当面のエネルギー需給安定策について 

  「エネルギー・環境会議」国家戦略室 
   http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive01.html 
 
  「今冬の電力需給対策について」       
   http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html 

 
３．エネルギー関連予算について 
  「経済産業省の平成24年度概算要求」 
   http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/2012/index.html 

   「平成２３年度第３次補正予算」 
    http://www.meti.go.jp/main/yosan2011/index.html 

 

４． 総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会 
   http://www.meti.go.jp/committee/summary/0002015/014_haifu.html 

 
 

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive01.html
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/2012/index.html
http://www.meti.go.jp/main/yosan2011/index.html


ご静聴ありがとうございました。 

関東経済産業局アドレス：
http://www.kanto.meti.go.jp/ 

省エネルギー・新エネルギー関係アドレス：
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/index.html 

   本資料に関するお問い合わせ先 
                 

   関東経済産業局 資源エネルギー環境部 

                  エネルギー対策課 
                         

          埼玉県さいたま市中央区新都心1番1 

             TEL 048-600-0364(省エネ） 
                                      FAX 048-601-1297 


